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※排出量、水温、水素イオン濃度は、第１～第４週の

　水曜日に検査した数値です。

※目標値とは、公害防止協定書による目標値です。

※目標値（　）内は、国の基準です。

※この水質検査は毎月行われています。結果について

　は紙面の都合上３カ月に一度掲載致します。

排  水  結  果 （平成19年7月分）

市と㈱ﾙﾈｻｽﾃｸﾉﾛｼﾞとの間で締結している公害防止協定

書による、工場の排水検査結果を報告します。
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あなた
の年金

は、

　　　
　大丈

夫です
か？

まず、自分の年金記録をチェックしましょう。

　　　　　　　問い合わせ　

　南国社会保険事務所　　088-864-1111 

　ねんきんダイヤル　　057-05-1165

あなたの年金記録を調べるには…

　　　■社会保険事務所で照会

　　　　　照会に必要なもの（年金手帳または基礎年金番号通知書…職歴が複数ある人は勤務履歴、

　　　　住所履歴、婚姻日などの記録）を持参し、直接社会保険事務所へ行ってください。年金手帳が

　　　　ない人は「本人確認（免許証または保険証など）」が必要です。また本人が行けない場合も、「委

　　　　任状」と代理人の「本人確認（免許証または保険証など）」が必要です。

　　　■市役所本庁・支所に提出

　　　　　「記録照会送付依頼票」が市役所の本庁および支所にあります。必要事項を記入し、市役所

　　　　に提出すると社会保険事務局に回送され、年金記録の回答が本人あて親展郵便で届きます。

※いずれの手続きも、決定までには時間がかかりますのでご理解をお願いします。

年金記録が訂正され年金が増額になる人は…

　　　■「年金時効特例法」（参照Ｂ）が適用されます。

　　　　　今までは、年金記録の訂正により年金額が増額しても、直近の５年分に限り支払われてい

　　　　ました。これからは、この「特例法」によって全期間にさかのぼって支払われます。

Ａ Ｂ第三者委員会とは…

　確かに納付したにもかかわらず、社会保険庁に

年金記録がなく、また、領収書など証拠となるもの

がないという人たちの立場に立って公正に判断す

る仕組みです。

　「年金記録確認第三者委員会」で調査・審議・判断

し、年金記録の訂正や年金額への反映を促してい

きます。各社会保険事務所で申し立てを受け付け

ています。

※詳しくは、近くの社会保険事務所にお問い合せください。
　また、総務省のホームページ(http://www.soumu.go.jp)
　でも案内しています。

年金時効特例法が適用される人

調べた年金記録とあなたの納付記録が違っている場合

　　　■領収書などの証拠書類がある場合

　　　　まず、社会保険事務所に対して申し立てをしてください。

　　　■領収書などの証拠書類がない場合

　　　　「第三者委員会」（参照Ａ）へ申し立ててください。受け付けは社会保険事務所でしています。

●既に年金記録が訂正されている人

① 年金額が増えた人

⇒時効消滅分がさかのぼって支払われます。

② 年金の受給資格が確認され、新たに年金が支払われる人

⇒時効消滅分がさかのぼって支払われます。

③ ①や②に該当する人が、亡くなっている場合、その遺族の人

⇒未支給年金の時効消滅分が支払われます。

●今後、年金記録が訂正される人

④ 訂正された結果、年金額が増える人

⇒増額された年金や未支給年金が支払われます。

あなたは大切な人を救えますか？

　香南市消防署では、応急手当の講習会を随時受け付け

ています。職場の仲間やご近所同士、声を掛け合って一度

受講してみませんか？

■問い合わせ　市消防署救急係

９月９日は「救急の日」
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基礎年金番号以外の年金番号がある人は必ず申し出てください

　あなたのそばいる人が突然の事故や病気で生死にかかわ

る危険な状態になったとき、あなたはどうしますか？

　そのまま放置されれば、失われるかもしれないその命は、

その場に居合わせたあなた次第で救うことができます。「救

える命」を救うために、救急現場で私たちができること…  

それは、難しいことではありません。

　■まず、すぐに119番に通報！

　■救急車が到着するまでの間、1分1秒でも早く必要な応急

　　処置を行う。

　■救急隊がそれを引き継ぎ、より高度な救急救命処置を行

　　いながら、医療機関に搬送する――。

　この「救命の連鎖」が途切れないよう、できるだけ早くつな

いでいくことが重要なのです。 
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① ② ③

①　心臓停止後約３分で50％死亡

②　呼吸停止後約10分で50％死亡

③　多量出血後約30分で50％死亡
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カーラーの救命曲線
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